
受 講 者 の 声

＊クレーム対応について、大変参考になった。クレームか正当な要求かをしっかり判断した上で、行政として公平公正
な職務を全うしたい。

＊クレームに対する基本的な心構えから、具体的な事例に対する対応方法まで、様々な視点から解説いただき、非常に
ためになった。業務でクレームに相対することが少なくないため、今日学んだことを業務で実践しながら身につけた
い。また、上司や同僚にも研修内容をしっかりとフィードバックしたい。

＊カスハラに対応する術を知らなかったため、命を失なったり身体や心に傷を負ったりする人がないよう、今後もカス
ハラ対策を学んでいきたい。

ー 職員を守る「盾」を持つために ー

カスタマーハラスメント対策研修

総 務

午
後

第３章 行動を促す文章の書き方
・生命にかかわる情報の伝え方
・行政の施策情報の伝え方
・イベント・講座情報の伝え方

グループワーク

午
後

講 義 「行政を取り巻くカスハラの現状」
実習① 「厳しい局面を乗り越える対応」
講 義 「不当要求（ハードクレーム）への対応」
実習② 「ハードクレーム事例研究」
講 義 「カスハラへの実践的な対応」
実習③ 「カスハラ事例研究」

プログラム

対  象

こんな方に
おすすめ！

■主に住民からのクレームまたはカスタマーハラスメント等の対応が求められる部署
■課長補佐級～管理監督者

◉ カスタマーハラスメントに当たるかどうかの判断基準を知りたい
◉ 組織として統一的な対応・対策を講じるために役立てたい
◉ 行為者のタイプや傾向を知り、適切な対応方法を学びたい

会  場

松江会場 定員50名 オンライン 定員50名

場所  島根県市町村振興センター

日時  ６月９日(火)  １３：１５～16：45 日時  ６月１０日(水)  １３：１5～16：45

場所  オンライン(Ｚｏｏｍ)

正当なクレームに対する「おもてなし力」、不当な
要求にやんわり断る「はぐらかし力」、毅然と対す
る「おことわり力」を身に着ける。

市 町 村 職 員 研 修 ガ イ ド １０

東京都において、全国で初めてのカスタマーハラスメン

トを違法とする条例が、２０２５年４月から施行されるなど、

カスタマーハラスメント対策が注目されている。しかし実

際のところ、理不尽な主張、不当要求、嫌がらせ行為に対

して「具体的にどう対処したらいいの？」「有効な対応策

はないの？」など、頭を悩ませている方が多いのではない

か。

本研修では、お客様ファーストの“接遇”領域ではなく、

“交渉”領域での対応が必要であると考え、その考え方と対

応スキルを修習する。実際に起こりうる事例等を活用し、

実践学としての対策／対応方法を学習する。

講 師

福田 賢司
ふ く だ      け ん じ
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